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か
か
り
つ
け
医
連
携
薬
剤
調
整
加
算
（
Ⅱ
）

２
４
０
単
位
（
Ⅰ
に
加
え
て
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｅ

を
活
用
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

へ
の
上
乗
せ
の
評
価
）

か
か
り
つ
け
医
連
携
薬
剤
調
整
加
算
（
Ⅲ
）

１
０
０
単
位
（
Ⅱ
に
加
え
て
、
減
薬
に
至

っ
た
場
合
の
上
乗
せ
の
評
価
）

〇�

短
期
入
所
療
養
介
護
（
老
健
が
提
供
す
る
場
合
に

限
る
）
の
創
設

【
新
設
】
総
合
医
学
管
理
加
算
　
2
7
5
単
位
／
日

（
１
回
の
短
期
入
所
に
つ
き
７
日
に
限
る
）

〇�

介
護
医
療
院
に
つ
い
て
、
長
期
入
院
患
者
の
受
け

入
れ
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
新
た
に
評
価
。

【
新
設
】
長
期
療
養
生
活
移
行
加
算
　
60
単
位
／
日

（
入
所
し
た
日
か
ら
90
日
間
に
限
り
算
定

可
能
）

〇�

介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
、
２
０
２
３
年

度
末
の
廃
止
期
限
ま
で
の
円
滑
な
移
行
を
進
め
る

た
め
、
半
年
ご
と
に
移
行
等
に
係
る
検
討
状
況
に

つ
い
て
指
定
権
者
に
報
告
を
求
め
、
期
限
ま
で
に

報
告
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、次
の
期
限
ま
で
の
間
、

基
本
報
酬
を
減
額
。

【
新
設
】
移
行
計
画
未
提
出
減
算
　
10
％
／
日
減
算

（
最
初
の
提
出
期
限
は
２
０
２
１
年
9
月

30
日
）

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
と

連
携
の
強
化

〇�

緊
急
時
の
宿
泊
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
観
点
か
ら
、

認
知
症
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
短
期
療
養
、
多
機
能

系
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
受
け
入
れ
日
数
や
人
数

の
要
件
を
見
直
す
。

・�

認
知
症
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

【
改
定
前
】
１
事
業
所
１
人
ま
で
・
７
日
以
内
・
個
室

【
改
定
後
】
１
ユ
ニ
ッ
ト
１
人
ま
で
・
７
日
以
内
原
則

（
や
む
を
得
な
い
場
合
14
日
ま
で
）・「
お

お
む
ね
7
・
43
㎡
／
人
で
個
室
的
な
し

つ
ら
え
」
の
場
合
も
認
め
る

・�
短
期
入
所
療
養
介
護
の
緊
急
短
期
入
所
受
け
入
れ

介
護
報
酬
改
定

　
２
０
２
１
年
度
の
介
護
報
酬
改
定
は
、
全
体
で
＋

0
・
70
％
（
う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
対
応
す
る
た
め
の
特
例
的
な
評
価
（
２
０
２
１
年

9
月
末
ま
で
）
＋
0
・
05
％
（
年
間
換
算
））。
施
設

開
設
・
運
営
、
職
員
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
主
な
改

定
内
容
は
次
の
通
り
。

医
療
と
介
護
の
連
携
の
推
進

〇��

老
人
保
健
施
設
の
か
か
り
つ
け
医
連
携
薬
剤
調
整

加
算
を
見
直
す
。

【
改
定
前
】
か
か
り
つ
け
医
連
携
薬
剤
調
整
加
算
　

１
２
５
単
位
（
退
所
時
に
１
回
に
限
り

算
定
可
能
）

【
新
設
】
か
か
り
つ
け
医
連
携
薬
剤
調
整
加
算
（
Ⅰ
）

１
０
０
単
位 介

護
報
酬
、障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

報
酬
改
定
の
ポ
イ
ン
ト

　
２
０
２
１
年
度
は
、
介
護
報
酬
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
報
酬
改

定
が
行
わ
れ
ま
す
。
各
制
度
の
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
と
、
事
業
者
の
対
応

等
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
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り
訪
問
介
護
員
等
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確

化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

〇�

見
守
り
機
器
を
導
入
し
た
場
合
の
夜
間
に
お
け
る

人
員
配
置
の
緩
和

【
特
養
、
地
域
密
着
型
特
養
入
所
者
生
活
介
護
、
短

期
入
所
者
生
活
介
護
】（
４
頁
表
1
）

①�

改
定
前
の
０
・
９
人
配
置
要
件
の
見
守
り
機
器
の

導
入
割
合
の
要
件
を
緩
和
（
15
％
→
10
％
に
）

②
新
た
に
0
・
6
人
配
置
要
件
を
新
設
す
る
。

【
特
養
（
従
来
型
）】

加
算
の
日
数
要
件

【
改
定
前
】
７
日
以
内

【
改
定
後
】
７
日
以
内
原
則（
や
む
を
得
な
い
場
合
14

日
ま
で
）

・�
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
看
護
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護

　
登
録
者
以
外
の
短
期
利
用
（
短
期
利
用
居
宅
介
護

費
）は
事
業
所
の
登
録
定
員
に
空
き
が
あ
る
こ
と
等
が

改
定
前
の
要
件
で
あ
っ
た
が
、
改
定
後
は
登
録
者
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
に
支
障
が
な
い
こ
と
を
前
提
に
「
宿

泊
室
に
空
き
が
あ
る
場
合
は
算
定
可
能
」と
な
っ
た
。

介
護
保
険
施
設
や

高
齢
者
住
ま
い
に
お
け
る
対
応
強
化

〇
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
定
員
上
限
の
明
確
化

【
改
定
前
】
お
お
む
ね
10
人
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

【
改
定
後
】
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
10
人
以
下
と
し
、

15
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

※�

当
分
の
間
、
改
定
前
の
入
居
定
員
を
超
え
る
ユ
ニ

ッ
ト
を
整
備
す
る
場
合
は
、
夜
間
・
深
夜
を
含
め

た
介
護
職
員
・
看
護
職
員
の
配
置
の
実
態
を
勘
案

し
て
職
員
を
配
置
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

　
な
お
、ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
に
つ
い
て
は
、

新
た
に
設
置
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

地
域
の
特
性
に
応
じ
た

サ
ー
ビ
ス
の
確
保

〇�

離
島
や
中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
を
充

実
さ
せ
る
た
め
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
中
山
間

地
域
等
に
係
る
加
算
の
対
象
と
す
る
。

〇�

認
知
症
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
ユ
ニ
ッ
ト
数
を
弾
力

化
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所
を
創
設
。

【
改
定
前
】
原
則
１
ま
た
は
２
、
地
域
の
実
情
に
よ

り
事
業
所
の
効
率
的
運
営
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
３

【
改
定
後
】
1
以
上
３
以
下

【
新
設
】
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所（
本
体
事
業
所
の
ユ
ニ

ッ
ト
数
を
上
回
ら
ず
、か
つ
本
体
事
業
所
の

ユ
ニ
ッ
ト
数
と
の
合
計
が
最
大
４
ま
で
）

※�

本
体
事
業
所
と
の
兼
務
等
に
よ
り
、代
表
者
、管
理

者
を
配
置
し
な
い
こ
と
、
介
護
支
援
専
門
員
で
は

な
い
認
知
症
介
護
実
践
者
研
修
を
修
了
し
た
者
を

計
画
作
成
担
当
者
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
が
可
能
。

介
護
職
員
の
処
遇
改
善
、

職
場
環
境
の
改
善

〇�
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
介
護
職
員
間
の
配
分
ル
ー

ル
の
柔
軟
化
に
よ
る
取
得
促
進

　
平
均
の
賃
金
改
善
額
の
配
分
ル
ー
ル
に
お
け
る

「
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
」
は
「
そ
の
他
の

介
護
職
員
」
の
「
２
倍
以
上
と
す
る
こ
と
」
に
つ
い

て
、「
よ
り
高
く
す
る
こ
と
」
に
見
直
す
（
図
1
）。

〇�

す
べ
て
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
、適
切
な
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
を
求
め
る（
運
営
基
準
に
規
定
）。

【
新
設
】（
訪
問
介
護
の
例
）
指
定
訪
問
介
護
事
業
者

は
、
適
切
な
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ

れ
る
性
的
な
言
動
ま
た
は
優
越
的
な
関
係

を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必

要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
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A
経験・技能
のある
介護職員 B

他の介護職員 C
その他の職種

A
経験・技能
のある
介護職員

B
他の介護職員 C

その他の職種

●リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、
介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含
め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、見直しを行う。

改定前
平均賃上げ額が
 ２以上  ：  １   ：  0.5以下

改定後
平均賃上げ額が
 Ａ  ＞  Ｂ
 １   ：   0.5以下

特定処遇改善加算の対象サービス図1
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